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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定手段と、
　前記映像の輝度信号に基づくコントラストの評価値に基づいて前記映像に点光源の被写
体が含まれるか否かを判定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定手段により
前記映像に点光源の被写体が含まれると判定された場合に、前記撮影手段によって撮影さ
れるシーンが夜景であると判定する夜景シーン判定手段とを備え、
　前記第２判定手段は、前記撮影手段が備えるオートフォーカス手段によるフォーカスレ
ンズの光軸方向への移動に伴う前記評価値の変化を示す変化曲線において、前記オートフ
ォーカス手段が検出した合焦位置を挟んで２つの上に凸なピークが存在する場合に、前記
映像に点光源が含まれると判定することを特徴とする映像処理装置。
【請求項２】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定手段と、
　前記映像の輝度信号に基づくコントラストの評価値に基づいて前記映像に点光源の被写
体が含まれるか否かを判定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定手段により
前記映像に点光源の被写体が含まれると判定された場合に、前記撮影手段によって撮影さ
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れるシーンが夜景であると判定する夜景シーン判定手段とを備え、
　前記第２判定手段は、前記評価値が第１の閾値より小さい水平ラインの数に対する、前
記評価値が前記第１の閾値よりも大きい第２の閾値より大きい水平ラインの数との比率が
所定値以下の場合に前記映像に点光源が含まれると判定することを特徴とする映像処理装
置。
【請求項３】
　前記第２判定手段は、前記映像の水平ラインごとに高周波成分のピーク値を取得し、前
記映像の水平ラインについての前記ピーク値の積算値を前記評価値として取得することを
特徴とする請求項１または２に記載の映像処理装置。
【請求項４】
　前記撮影手段が映像の輝度信号の高周波成分に基づいたコントラストの評価値を用いて
合焦位置の検出を行なうオートフォーカス手段を有し、
　前記評価値は、前記オートフォーカス手段が合焦位置の検出に用いる評価値であること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の映像処理装置。
【請求項５】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定手段と、
　前記映像の部分領域において所定の輝度値を超える画素の数を取得する第１取得手段と
、
　前記第１取得手段により取得された画素の数の前記映像の全画素数に対する割合が所定
値を超えるか否かを判定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定手段により
前記割合が前記所定値を超えると判定された場合に、前記撮影手段によって撮影されたシ
ーンが夜景であると判定する夜景シーン判定手段とを備えることを特徴とする映像処理装
置。
【請求項６】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定手段と、
　前記映像の部分領域の画素の輝度値に対して、前記映像の前記部分領域の外部よりも大
きい重み値を乗じて、前記映像における輝度値の平均値を算出し、平均輝度値を取得する
第１取得手段と、
　前記第１取得手段により取得された平均輝度値が所定値よりも大きいか否かを判定する
第２判定手段と、
　前記第１判定手段により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定手段により
前記平均輝度値が前記所定値よりも大きいと判定された場合に、前記撮影手段によって撮
影されたシーンが夜景であると判定する夜景シーン判定手段とを備えることを特徴とする
映像処理装置。
【請求項７】
　前記第１判定手段は、
　前記ヒストグラムを低輝度閾値と、前記低輝度閾値よりも大きい高輝度閾値により３分
割し、
　前記低輝度閾値よりも小さい低輝度レベルの輝度値を有する画素の数を当該低輝度レベ
ルの範囲で平均化した低輝度レベル評価値と、
　前記高輝度閾値を超える高輝度レベルの輝度値を有する画素の数を当該高輝度レベルの
範囲で平均化した高輝度レベル評価値と、
　前記低輝度閾値と前記高輝度閾値の間の中輝度レベルの輝度値を有する画素の数を当該
中輝度レベルの範囲で平均化した中輝度レベル評価値とを取得し、
　前記低輝度レベル評価値が前記中輝度レベル評価値と前記高輝度レベル評価値のそれぞ
れより大きい場合に前記条件を満たすと判定することを特徴とする請求項１乃至６のいず
れか１項に記載の映像処理装置。
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【請求項８】
　前記第１判定手段は、前記ヒストグラムの形状が低輝度部分と高輝度部分にそれぞれ山
がある形で形成される場合に、前記条件を満たすと判定することを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載の映像処理装置。
【請求項９】
　前記夜景シーン判定手段は、
　前記撮影手段によって撮影されるシーンが夜景であると判定した後は、前記第１判定手
段と前記第２判定手段の両方において否定の判定が得られるまで、前記撮影手段が夜景を
撮影しているとの判定を維持することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載
の映像処理装置。
【請求項１０】
　前記映像の輝度信号の高周波成分に基づいてコントラストの評価値を取得する第２取得
手段と、
　前記第２取得手段により取得された評価値に基づいて前記映像に点光源の被写体が含ま
れるか否かを判定する第３判定手段とを更に備え、
　前記夜景シーン判定手段は、前記第１判定手段と前記第２判定手段の両方から肯定の判
定結果が得られ、且つ、前記第３判定手段により前記映像に点光源の被写体が含まれると
判定された場合に、前記撮影手段によって撮影されるシーンが夜景であると判定すること
を特徴とする請求項５または６に記載の映像処理装置。
【請求項１１】
　前記夜景シーン判定手段は、前記撮影手段によって撮影されるシーンが夜景であると判
定した後は、前記第１判定手段と前記第２判定手段と第３判定手段のすべてから否定の判
定結果が得られるまで、前記撮影手段によって撮影されたシーンが夜景であるとの判定を
維持することを特徴とする請求項１０に記載の映像処理装置。
【請求項１２】
　前記夜景シーン判定手段は、前記撮影手段によって撮影されるシーンが夜景であると判
定した後は、前記第２判定手段と第３判定手段の少なくともいずれかから否定の判定結果
が得られ、且つ、前記第１判定手段から否定の判定結果が得られるまで、前記撮影手段に
よって撮影されるシーンが夜景であるとの判定を維持することを特徴とする請求項１０に
記載の映像処理装置。
【請求項１３】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定工程と、
　前記映像の輝度信号に基づくコントラストの評価値に基づいて前記映像に点光源の被写
体が含まれるか否かを判定する第２判定工程と、
　前記第１判定工程により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定工程により
前記映像に点光源の被写体が含まれると判定された場合に、前記撮影手段によって撮影さ
れるシーンが夜景であると判定する夜景シーン判定工程とを備え、
　前記第２判定工程では、前記撮影手段が備えるオートフォーカス手段によるフォーカス
レンズの光軸方向への移動に伴う前記評価値の変化を示す変化曲線において、前記オート
フォーカス手段が検出した合焦位置を挟んで２つの上に凸なピークが存在する場合に、前
記映像に点光源が含まれると判定することを特徴とする映像処理方法。
【請求項１４】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定工程と、
　前記映像の輝度信号に基づくコントラストの評価値に基づいて前記映像に点光源の被写
体が含まれるか否かを判定する第２判定工程と、
　前記第１判定工程により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定工程により
前記映像に点光源の被写体が含まれると判定された場合に、前記撮影手段によって撮影さ
れるシーンが夜景であると判定する夜景シーン判定工程とを備え、
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　前記第２判定工程では、前記評価値が第１の閾値より小さい水平ラインの数に対する、
前記評価値が前記第１の閾値よりも大きい第２の閾値より大きい水平ラインの数との比率
が所定値以下の場合に前記映像に点光源が含まれると判定することを特徴とする映像処理
方法。
【請求項１５】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定工程と、
　前記映像の部分領域において所定の輝度値を超える画素の数を取得する取得工程と、
　前記取得工程により取得された画素の数の前記映像の全画素数に対する割合が所定値を
超えるか否かを判定する第２判定工程と、
　前記第１判定工程により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定工程により
前記割合が前記所定値を超えると判定された場合に、前記撮影手段によって撮影されたシ
ーンが夜景であると判定する夜景シーン判定工程とを備えることを特徴とする映像処理方
法。
【請求項１６】
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定工程と、
　前記映像の部分領域の画素の輝度値に対して、前記映像の前記部分領域の外部よりも大
きい重み値を乗じて、前記映像における輝度値の平均値を算出し、平均輝度値を取得する
取得工程と、
　前記取得工程により取得された平均輝度値が所定値よりも大きいか否かを判定する第２
判定工程と、
　前記第１判定工程により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定工程により
前記平均輝度値が前記所定値よりも大きいと判定された場合に、前記撮影手段により撮影
されたシーンが夜景であると判定する夜景シーン判定工程とを備えることを特徴とする映
像処理方法。
【請求項１７】
　請求項１３乃至１６のいずれか１項に記載の映像処理方法をコンピュータに実行させる
ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像処理装置及び映像処理方法に関し、更には撮像装置の撮像信号から撮影
シーンを検出して信号処理を行う方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子カメラなどの撮像装置において、その露出を最適値に自動設定する自動露出制御装
置が設けられている。しかしながら、夜景撮影時等では、被写体と背景との輝度差が大き
いため、適切な測光値が得られず、適切な露出設定が行えなくなる。不適切な露出設定の
ままで夜景を撮影すると、被写体のネオンなどの色とびが生じ、不自然な画像になるとい
う課題がある。この課題を解決する為に、輝度レベルのヒストグラムを検出し、ヒストグ
ラムの形状から夜景を判定するものが提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　以下、図２により、提案に係る夜景検出方法について説明する。図２は夜景のヒストグ
ラムの説明図である。この提案方法では、図２に示す実線のヒストグラムのように極端に
輝度の高いレベルと極端に輝度の低いレベルのみで分布されている場合を夜景として判定
する。また、夜景状態をより正確に判定するために、ゲインが非常に高い時または、絞り
エンコーダの情報が絞り開放近くの時のみ夜景状態と判定する制御も含まれる。夜景と判
定されると、絞りを絞る方向に露出制御が行われ、これにより色とびのない最適な撮像画
像を得ることができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特願平３－２６３８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の提案方法には以下のような課題がある。例えば逆光シーンを撮影
した場合のヒストグラムも極端に輝度の高いレベルと極端に輝度の低いレベルのみで分布
される可能性が高い。また、コントラストが高い被写体でも同様なヒストグラム分布とな
り得る。逆に、明るめ、或いは暗めの夜景では、期待したスレッシュレベルにヒストグラ
ム分布が入らない場合も考えられる。こうした場合、輝度レベルのヒストグラムの形状か
ら夜景として判定している当該提案方法では、夜景と判定する精度が悪化して、夜景以外
のシーンを夜景と誤判定したり、夜景シーンであるにもかかわらず夜景と検出できなかっ
たりするという課題がある。
【０００６】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、夜景であることの判定をより正確に
行なえるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明の一態様による映像処理装置は以下の構成を備える。
すなわち、
　撮影手段によって撮影された映像の輝度信号から得られる輝度値のヒストグラムが前記
映像が夜景であると判定されるための条件を満たすか否かを判定する第１判定手段と、
　前記映像の輝度信号に基づくコントラストの評価値に基づいて前記映像に点光源の被写
体が含まれるか否かを判定する第２判定手段と、
　前記第１判定手段により前記条件を満たすと判定され、且つ、前記第２判定手段により
前記映像に点光源の被写体が含まれると判定された場合に、前記撮影手段によって撮影さ
れるシーンが夜景であると判定する夜景シーン判定手段とを備え、
　前記第２判定手段は、前記撮影手段が備えるオートフォーカス手段によるフォーカスレ
ンズの光軸方向への移動に伴う前記評価値の変化を示す変化曲線において、前記オートフ
ォーカス手段が検出した合焦位置を挟んで２つの上に凸なピークが存在する場合に、前記
映像に点光源が含まれると判定する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の映像処理装置及び映像処理方法によれば、夜景であることの判定をより正確に
行なえる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態のビデオカメラのブロック図。
【図２】撮像装置で夜景を検出するヒストグラムの例を示す図。
【図３】ラインピーク積分評価値のグラフ例を示す図。
【図４】点光源のＡＦ評価値を説明する図。
【図５】夜景撮影におけるヒストグラムの例を示す図。
【図６】第２実施形態のビデオカメラのブロック図。
【図７】映像の、ヒストグラムを算出する中央部を示す図。
【図８】実施形態による夜景判定処理のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜第１実施形態＞
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　図１は第１実施形態によるビデオカメラの撮像系のブロック図である。図１において、
レンズ１００に入射した光は、露光量調節を行う光学絞り１０１で適正露光に調整され、
イメージセンサ１０２で光電変換される。イメージセンサ１０２は、ＣＣＤやＣＭＯＳ等
の撮像素子で構成される。イメージセンサ１０２で光電変換された映像信号は、利得の変
更を行うゲインアンプ１０３で適切なレベルに変換された後、信号処理装置１０４へ入力
される。信号処理装置１０４は、入力信号の輝度信号や色信号に対してガンマ処理、輪郭
強調処理、ノイズリダクション処理、ホワイトバランス処理、カラーバランス処理、各種
記録フォーマットに則ったエンコード処理などを施す。信号処理装置１０４における信号
処理結果として得られた映像信号は、記録装置１０５で動画として記録される。その一方
で、当該映像信号は撮影時に撮像画をモニタするために表示装置１０６にも入力され、表
示される。また、表示装置１０６には、撮像中の映像に重ねて撮像装置の状態やユーザに
よる各種設定状態などがＯＳＤ表示される。
【００１１】
　次に、撮像装置の露出制御に関する部分について説明をする。本実施形態の露出制御で
は、撮像した映像の輝度レベルをもとに露出の評価を行い、入射光量から蓄積時間、さら
には撮像信号のアンプゲインなどの制御をフィードバック制御し、映像信号レベルを最適
に保つように制御する。測光値取得装置１０７は、信号処理装置１０４から信号処理途中
の輝度信号をもとに露出情報を取得する。より具体的には、信号処理中の映像信号から複
数の領域ごとに積分された輝度レベル信号を測光値として取得する。
【００１２】
　評価値算出装置１０８は、測光値取得装置１０７で取得された測光値に基づき、露出制
御の為の評価値を算出する。映像信号に基づく露出の評価は、例えば撮像領域の中央部分
に重みを置いた中央部重点平均測光や、複数の領域中の明るい部分だけを用いるピーク測
光、全体的に平均して測光する平均測光など様々な評価方法がある。この中で、撮影モー
ドなどに応じて算出方法を切替えて使い分けることが一般的な手法となっている。評価値
算出装置１０８はさらに、露出制御装置１０９における露出制御の目標レベルも算出する
。目標レベルは、被写体の条件や測光方法によって変わる場合があり、評価値が到達すべ
きレベルとして設定される。例えば、評価値が目標レベルよりも低い場合は露光量を増や
す方向、逆に評価値が目標レベルよりも高い場合は露光量を減らす方向を露出制御装置１
０９に対して指示する。
【００１３】
　露出制御装置１０９は、評価値算出装置１０８から指示された露出制御方向に対して、
絞り値、シャッター速度（電荷蓄積時間）、アンプゲインなどの露出制御パラメータを決
定する。露出制御については、被写体の明るさによって予め決定された制御パラメータの
組み合わせにより制御を行うプログラムＡＥ方式が一般的だが、被写体の条件や測光方法
によって異なるパラメータの組合せを選択してもよい。露出制御装置１０９で決定された
露出制御パラメータのうち、絞り値は絞り機構駆動装置１１６、電荷蓄積時間はセンサ駆
動装置１１７、アンプゲインはゲインアンプ１０３の制御にそれぞれ使用される。
【００１４】
　アクチュエータ１１５は光学絞り１０１を機械的に作動させ、絞り値を変化させる。ア
クチュエータ１１５は絞り機構駆動装置１１６から駆動されるもので、ガルバノメータや
ステッピングモータなどで構成される。絞り機構駆動装置１１６はアクチュエータ１１５
の構成に合わせた駆動装置で、露出制御装置１０９からの指示に従って、電流制御やパル
ス制御などでアクチュエータ１１５を駆動する。センサ駆動装置１１７はイメージセンサ
１０２の蓄積時間を制御するもので、電荷の蓄積タイミングや電荷読み出しタイミング等
をイメージセンサ１０２に与える。
【００１５】
　以下、本実施形態による夜景か否かの判定（以下、夜景判定という）に係る構成及び処
理に関して述べる。図８は本実施形態による夜景判定処理を示すフローチャートである。
本実施形態の夜景判定には、「輝度信号のヒストグラムの形状」と「点光源判定」の２種
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類の情報が用いられる。まず、輝度信号のヒストグラム形状から行なわれる夜景判定（Ｓ
１１～Ｓ１４）に関して説明する。この夜景判定は、イメージセンサ１０２を含む撮影部
により撮影された映像から輝度値のヒストグラムを取得する第１取得処理と、この第１取
得処理で取得したヒストグラムの形状から映像が夜景であるか否かを判定する第１判定処
理によりなされる。第１取得処理を実行するヒストグラム生成装置１１０は、信号処理装
置１０４から処理中の映像の輝度信号を取得する（Ｓ１１）。そして、ヒストグラム生成
装置１１０は、取得した映像の全域或いはほぼ全域の画素の輝度信号から輝度レベルのヒ
ストグラム分布を生成する（Ｓ１２）。ヒストグラム生成装置１１０で生成されたヒスト
グラム情報はヒストグラム形状判定装置１１１に入力される。ヒストグラム形状判定装置
１１１はヒストグラム情報から輝度レベル分布のパターンから夜景撮影か否かを判定する
。本実施形態ではヒストグラム形状が低輝度部分と高輝度部分にそれぞれ山がある形で形
成される被写体を夜景であると判定する（Ｓ１３，Ｓ１４）が、ヒストグラム形状の詳細
は後ほど述べる。ヒストグラム形状判定装置１１１で判定された結果は最終的に夜景判定
装置１１４での判定に用いられる。
【００１６】
　次に、本実施形態の二つ目の夜景判定である点光源判定に基づく夜景判定に関する流れ
（Ｓ１５～Ｓ１８）を説明する。点光源判定に基づく夜景判定は、映像の輝度信号の高周
波成分に基づいてコントラストの評価値を取得する第２取得処理と、その評価値に基づい
て映像に点光源の被写体が含まれるか否かを判定することで映像が夜景かどうかを判定す
る第２判定処理を含む。図１には示していないが、ビデオカメラ等の映像機器に用いられ
ているオートフォーカス（ＡＦ）装置としては、いわゆるＴＶ－ＡＦ方式が一般的になっ
ている。この方式では、イメージセンサから得られる映像信号中の高周波成分を抽出し、
この高周波成分が大きくなるようにフォーカスレンズを光軸方向へ駆動して焦点調節を行
う。このＴＶ－ＡＦ方式の評価値として水平ラインごとの評価値のピーク値を垂直方向に
積分したラインピーク積分評価値がある。ラインピーク積分評価値は、積分効果でノイズ
の少ない安定した評価値であり、瞬時のノイズの影響を受けにくく、少しの焦点移動で敏
感に信号が変化するのでオートフォーカス処理時の方向判定（レンズ移動方向の判定）に
最適である。なお、オートフォーカス装置では、ＡＦ枠内のラインピーク積分評価値が用
いられるが、以下の夜景判定では、映像の全域についてのラインピーク積分評価値が用い
られる。なお、例えば、点光源の判別が不要な領域が予め判っている場合等は、全域では
なく必要な部分領域についてのラインピーク積分評価値を用いるようにしてもよい。或い
は、映像の全域ではなく、予め定められた部分領域におけるラインピーク積分評価値を用
いるようにしてもよい。
【００１７】
　ＡＦ評価値取得装置１１２は信号処理装置１０４から輝度信号を取得し、その輝度信号
から高周波成分を抽出し、水平ラインごとの評価値のピーク値を垂直方向に積分した（全
水平ラインのピーク値の合計）ラインピーク積分評価値を取得する（Ｓ１５）。詳細は後
に記すが、通常はラインピーク積分評価値の最大点が合焦位置となるが、点光源の被写体
を撮影した場合にはラインピーク積分評価値の最大点が合焦位置とならない特性がある。
点光源判定部１１３は、オートフォーカス装置がフォーカスレンズを光軸方向へ駆動する
間にＡＦ評価値取得装置１１２からラインピーク積分評価値を取得することにより、その
評価値の変化曲線を取得し、解析する（Ｓ１６）。そして、点光源判定部１１３は、評価
値の変化曲線をもとに、撮像中の被写体の点光源が含まれるかどうかを判定し、点光源が
含まれる場合には夜景であると判定する。なお、この判定では、上述の「点光源ではライ
ンピーク積分評価値の最大点が合焦位置とならない」という特性が利用される。点光源判
定部１１３で判定された結果は、ヒストグラム形状判定装置１１１で判定された結果と合
わせて夜景判定装置１１４での最終的な夜景判定に用いられる。
【００１８】
　夜景判定装置１１４は、上述したヒストグラム形状による判定と点光源判定とをもとに
撮影されたシーンが夜景かどうかを判定する。より具体的には、上述のヒストグラム形状
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判定装置１１１及び点光源判定部１１３での両方の判定結果が夜景である場合に、最終的
に夜景であるとの判定を下す（Ｓ１４、Ｓ１８）。夜景判定装置１１４で夜景と判定され
た場合、評価値算出装置１０８において、夜景の撮影に適した評価値算出および目標値設
定がなされる（Ｓ１９）。他方、ヒストグラム形状または点光源判定による夜景判定の少
なくとも何れかにおいて夜景でないと判定された場合には、夜景撮影以外に適した評価値
算出および目標値設定がなされる（Ｓ２０）。以上が、本実施形態における映像処理装置
の構成に関する説明である。なお、ヒストグラムの形状による夜景判定（ステップＳ１１
～Ｓ１４）と点光源判定に基づく夜景判定（ステップＳ１５～Ｓ１８）の処理の順番はこ
れに限られるものではない。例えば、点光源判定に基づく夜景判定を先に実行するように
しても良いし、両者が同時に実行されるようにしても良い。
【００１９】
　＜ヒストグラム形状による判定＞
　次に、輝度信号のヒストグラム形状から夜景を判定する手法に関して説明する。図２を
参照して説明した通り、一般的な夜景シーンの輝度ヒストグラムでは、極端に輝度の高い
レベルと極端に輝度の低いレベルとに値が分布している場合が多い。極端に輝度の高いレ
ベルとは夜景被写体中のイルミネーション部分に相当し、逆に極端に輝度の低いレベルと
は夜景被写体中のイルミネーションではない部分に相当する。
【００２０】
　図５の（Ａ）は夜景シーンの輝度のヒストグラムの一例を示すグラフである。実線で示
された曲線は、夜景シーンの輝度ヒストグラム曲線６０１を表す。また、点線６０２は低
輝度部分の頻度分布を検出するための低輝度閾値ＴＨ１、点線６０３は高輝度部分の頻度
分布を検出するための高輝度閾値ＴＨ２をそれぞれ表す。このように、低輝度値域ＴＨ１
と高輝度閾値ＴＨ２とにより、ヒストグラムは３分割される。極端に輝度の高いレベルと
極端に輝度の低いレベルの頻度を検出する方法としては、低輝度閾値ＴＨ１と高輝度閾値
ＴＨ２とにより分割された各輝度範囲内での画素数を頻度として計数して比較を行うこと
が挙げられる。まず、極端に輝度の低いレベルの頻度を検出する為に低輝度閾値ＴＨ１以
下の輝度レベルの画素数を計数する。具体的にはヒストグラム曲線６０１中の低輝度閾値
ＴＨ１以下の斜線で示した部分の画素数を積算したものをイルミネーションでは無い部分
の面積として捉える。これを輝度レベルの範囲（ＴＨ１－０）で正規化（平均化）すれば
低輝度の範囲中の頻度の平均値となり、低輝度レベルの評価値となる。
【００２１】
　同様にして、中輝度レベルの頻度を検出する為に低輝度閾値ＴＨ１より大きく高輝度閾
値ＴＨ２未満までの範囲の輝度レベルの画素数を計数する。これを輝度レベルの範囲（Ｔ
Ｈ２－ＴＨ１）で正規化（平均化）すれば、中輝度レベルの評価値となる。また、高輝度
レベルの頻度を検出する為に高輝度閾値ＴＨ２以上の範囲の輝度レベルの画素数を計数す
る。これを輝度レベルの範囲（ＴＨ２－１００）で正規化（平均化）すれば、高輝度レベ
ルの評価値となる。図５の（Ａ）のようなヒストグラム形状の被写体が極端に輝度の高い
レベルと極端に輝度の低いレベルのみで分布されていると判断する為には、
　（低輝度レベル評価値　＞　中輝度レベル評価値）　　・・・　条件１
　（高輝度レベル評価値　＞　中輝度レベル評価値）　　・・・　条件２
において、条件１　かつ　条件２、であれば良い。すなわち、条件１と条件２の両方を満
たすと、当該画像は夜景シーンであると判断される。
【００２２】
　ここまでは特許文献１の提案方法と同様であり、上記の条件により夜景をか否かを判定
してもよい。しかしながら、実際の夜景シーンは様々で、例えば、夕景に近い状態の夜景
では、まだ暗くなりきらないために中輝度レベルの頻度が高くなる場合が想定される。ま
た、イルミネーションが少ないと高輝度レベルの頻度が低くなり、中輝度レベルの評価値
よりも低くなる場合が想定される。図５の（Ｂ）は図５の（Ａ）で示した夜景シーンより
もイルミネーションが少なく、かつ全体が明るめで中輝度レベルの頻度が高い夜景シーン
のヒストグラムの一例を示したグラフである。



(9) JP 5520038 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

【００２３】
　夜景シーンの検出精度を向上させるためには、図５の（Ｂ）で示されるヒストグラムの
夜景シーンをも検出できることが必要になる。図５の（Ｂ）において実線デ示された曲線
は夜景シーンの輝度ヒストグラム曲線７０１を表す。点線７０２は低輝度部分の頻度分布
を検出する低輝度閾値ＴＨ１、点線７０３は高輝度部分の頻度分布を検出する高輝度閾値
ＴＨ２をそれぞれ表す。図５の（Ａ）と（Ｂ）とで、ヒストグラム曲線７０１はヒストグ
ラム曲線６０１と異なるが、低輝度閾値ＴＨ１と高輝度閾値ＴＨ２は同等の輝度レベルの
設定である。
【００２４】
　図５の（Ａ）に関して上述した方法を用いて、図５の（Ｂ）に示すヒストグラムについ
て、低輝度閾値ＴＨ１と高輝度閾値ＴＨ２で区切られた各部分の画素数を計数することで
、低輝度レベル評価値、中輝度レベル評価値、高輝度レベル評価値が取得され得る。図５
の（Ｂ）のようなヒストグラム形状の被写体が夜景シーンであると判断する為には、まず
上述の「条件１」を満足する必要がある。ここで、この夜景シーンでは中輝度レベルの分
布が多いことと、イルミネーションが少なく高輝度レベルの分布が少ないことから、「条
件２」を満たす必要は無い。ただし、高輝度レベル評価値が低輝度レベル評価値よりも高
くなると、夜景とはいえない状態になるため、
　（低輝度レベル評価値　＞　高輝度レベル評価値）　　・・・　条件３
である必要がある。このことは極端に輝度の高いレベルと極端に輝度の低いレベルのみで
分布されている場合にも言えることで、ここまでをまとめると、
　（低輝度レベル評価値　＞　中輝度レベル評価値）　　・・・　条件１
　（低輝度レベル評価値　＞　高輝度レベル評価値）　　・・・　条件３
において、条件１　かつ　条件３、であることが、図５の（Ａ），（Ｂ）のヒストグラム
で表された夜景シーンの被写体検出に共通の条件となることがわかる。よって、本実施形
態ではこの条件で夜景か否かの判定を行う。
【００２５】
　このように、輝度信号のヒストグラム形状を評価することで夜景シーンを判定すること
が可能になる。そこで、本実施形態では、上述の条件１かつ条件３により夜景判定を行う
ものとする。なお、「条件１かつ条件３」または「条件１かつ条件２」の場合に夜景であ
ると判定するようにしても良い。ただし、これまで述べてきたように、逆光シーンなども
夜景シーンに似たヒストグラム形状となるため、ここまで説明した構成だけでは精度の高
い夜景検出は出来ない。本実施形態では、輝度信号のヒストグラム形状は夜景検出の為の
条件の１つとして利用されるものであり、後述の点光源判定などの条件が追加されて高精
度な夜景判定が実現される。
【００２６】
　＜点光源検出による判定＞
　次に、ＡＦ評価値から点光源を判定する手法に関して説明する。上述のように、水平ラ
インごとの評価値のピーク値を垂直方向に積分したラインピーク積分評価値を用いたＴＶ
－ＡＦシステムにおいて、点光源を検出することが可能である。ラインピーク積分評価値
は積分効果でノイズの少ない安定した評価値なので、瞬時のノイズの影響を受けにくく、
少しの焦点移動で敏感に信号が変化するのでフォーカスレンズの駆動方向の判定に最適で
ある。
【００２７】
　図３の（Ａ）は通常の被写体を撮影した場合のラインピーク積分評価値とフォーカスレ
ンズ位置との関係を示したグラフ（ラインピーク積分評価値の変化曲線）である。図３の
（Ａ）に示すように、通常の被写体では合焦位置に近づくにつれて像のコントラストが向
上し、ラインピーク積分評価値が大きくなる。従って、ＡＦ制御としてはフォーカスレン
ズ位置を移動させながらラインピーク積分評価値が最大となる点を探し出し、そこを合焦
位置とする。
【００２８】
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　一方で、ラインピーク積分評価値は、必ずしも値の大きなレンズ位置が合焦位置となら
ない場合が存在する。図４の（Ａ）（Ｂ）は点光源のような被写体を撮影した場合、合焦
フォーカスレンズ位置と非合焦フォーカスレンズ位置で撮像したそれぞれの像に対してラ
インピーク積分評価値を左側に示した図である。焦点調節により長さが変動する点光源の
ような被写体を撮影した場合、図４の（Ａ）のように点光源に合焦しているときはそれぞ
れのラインのピーク値（Ｙ１）は大きいが被写体像が掛かるライン数が少なくなりライン
ピーク積分地は減少する。一方、図４の（Ｂ）のように点光源に対して非合焦になるとそ
れぞれのラインのピーク値（Ｙ２，Ｙ３）は小さくなる（Ｙ１＞Ｙ２＞Ｙ３）が、被写体
像が掛かるライン数が増えるためラインピーク積分評価値が増加する。すなわち、合焦近
傍でラインピーク積分評価値が最大（Ｙ２×２＋Ｙ３×２）となり、合焦位置では落ち込
む（Ｙ１×２＜Ｙ２×２＋Ｙ３×２）現象が発生する。
【００２９】
　図３の（Ｂ）は点光源のような被写体を撮影した場合のラインピーク積分評価値とフォ
ーカスレンズ位置との関係を示したグラフである。図３の（Ｂ）のように点光源のような
被写体ではラインピーク積分評価値の最大点が合焦位置とならない。このため、ＡＦの制
御としては点光源のようにラインピーク積分評価値が合焦位置で小さくなる被写体を判別
し、自動焦点制御を切り替えることで確実に合焦できるようになる。
【００３０】
　本実施形態の点光源判定部１１３は、上述の「点光源ではラインピーク積分評価値の最
大点が合焦位置とならない」という特性を利用し、ラインピーク積分評価値をもとに撮像
中の被写体の点光源が含まれるかどうかを判定する。
【００３１】
　また、ＡＦ評価値としてはラインピーク積分評価値を利用するが、図４に示したような
点光源の被写体では、図３の（Ｂ）に示したような特徴的なラインピーク積分評価値の分
布となる。これを利用して、高輝度のラインと低コントラストのラインの関係からも点光
源の判定を行うことが可能である。すなわち、夜景シーンの特徴としては、低輝度かつ低
コントラストのラインが多い中に点光源で構成される高輝度かつ高コントラストのライン
が存在する。従って、高輝度ラインと低コントラストラインの比率から点光源であるとい
う判定を行うこともできる。すなわち、上記評価値が第１の閾値より小さい水平ラインの
数に対する、上記評価値が第１の閾値よりも大きい第２の閾値より大きい水平ラインの数
との比率が所定値以下の場合に映像に点光源が含まれると判定する。
【００３２】
　さらには、上述の高コントラストラインと低コントラストラインの比率から点光源であ
るという判定と、合焦近傍でラインピーク積分評価値が最大となり合焦位置では落ち込む
ことを利用した判定を併用してもよい。このようにすることで、点光源の判定精度をさら
に向上させることができる。
【００３３】
　ラインピーク積分評価値を用いた点光源の判定は夜景検出の為の条件の１つとして利用
するものであり、上述の輝度信号のヒストグラム形状による夜景検出の条件とともに用い
ることにより高い精度の夜景判定を実現できる。なお、上記では映像の全域にわたるライ
ンピーク積分評価値を用いたが、オートフォーカス装置がもちいるＡＦ枠内の映像につい
てのラインピーク積分評価値を利用するようにしても良い。その場合、オートフォーカス
装置が焦点位置検出のために取得したラインピーク積分評価値をそのまま利用することが
できる。さらに、複数のＡＦ枠が存在する場合に、それらの少なくとも１つにおいて上記
点光源を示す特性が検出された場合に、夜景であるとの判定を行うようにしても良い。
【００３４】
　次に、夜景シーンと判定された場合の露出制御に関して説明する。一般に、夜景を意識
しない通常の露出制御において夜景シーンを撮影すると、暗い部分が多い為に実際の被写
体の見え方以上に明るくする方向に制御されることとなる。その結果、ゲインを多くかけ
る必要が生じショットノイズが増加する上に、暗い部分が明るくなって浮いた映像となる
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。さらにはイルミネーション部分はイメージセンサ上あるいは信号処理上で飽和し、白く
飛んだ状態となってしまう。
【００３５】
　夜景シーンに適した露出制御は種々考えられるが、例えば測光方式を夜景に向いたもの
にすることが上げられる。イルミネーション部分が白飛びしないようにするためには、映
像中の輝度のピークレベルから測光評価値を生成する測光（ピーク測光）が有効となる。
輝度のピークレベルを白飛びしないレベルに制御すれば、イルミネーションの色や諧調が
表現できるだけでなく、暗い部分は暗く撮影することが可能である。しかし、通常の被写
体に対してピーク測光を適用すると適正レベルよりも暗い映像となってしまう。そのため
、上述の夜景シーン判定がなされた場合にピーク測光を行う構成にすれば、特別な切替え
など無しに通常シーンから夜景シーンまで自動的に最適な露出を得ることができる。
【００３６】
　また、夜景シーンに適した別の露出制御の例として、露出の目標レベルを低くすること
が挙げられる。上述のように夜景を意識しない通常の露出制御において夜景シーンを撮影
すると、暗い部分が多い為に実際の被写体の見え方以上に明るくする方向に制御されるこ
ととなる。これを避けるには露出の目標レベルを低くすれば良く、被写体中の暗い部分を
必要以上に明るくすることを避けることが出来る。これは、露出制御量を押えてゲインの
上昇を避ける手法でも同様の効果を得ることが出来るし、上述のピーク測光と合わせてさ
らに効果を上げることも可能である。これらの手法も夜景ではない通常の被写体に対して
適用すると適正レベルよりも暗い映像となってしまう。そのため、上述の夜景シーン判定
がなされた場合に露出制御を自動的に切り替える構成にすれば、特別な切替えなど無しに
通常シーンから夜景シーンまで自動的に最適な露出を得ることが出来る。
【００３７】
　以上が第１実施形態による夜景判定に関する説明である。本実施形態によれば、ヒスト
グラム形状が低輝度部分と高輝度部分にそれぞれ山がある形で形成され、かつ被写体中に
点光源があると判定された場合に夜景シーンであると判定される。このため、一般的な夜
景判定による撮像制御では誤判定してしまうような画像（例えば逆光シーンなどを撮影し
た場合）であっても、夜景シーンであるかどうかを正しく判定することが可能となる。そ
のため、夜景に特化した露出制御への切り替えを適切に行うことができ、最適な画像を得
ることが可能となる。さらには、明るめの夜景などヒストグラムの形状として夜景の特徴
が少なくても夜景シーンとして検出することが可能となる。
【００３８】
　なお、本実施形態ではＡＦ制御の為のラインピーク積分評価値で説明したが、夜景検出
専用に点光源を検出できる構成にしても良いし、ラインではなく画素単位で点光源を検出
することも容易に可能である。また、本実施形態では夜景判定に応じて露出制御を変える
構成を説明したが、輝度のγカーブやセットアップレベル、また、色信号の処理を変える
ことも夜景撮影としての効果を得るようにしてもよいことはいうまでもない。
【００３９】
　＜第２実施形態＞
　第１実施形態では、「輝度信号のヒストグラムの形状」と「点光源判定」の２種類の情
報を用いて夜景判定を行った。第２実施形態では、「点光源判定」に代えて「中央部の高
輝度画素の比率判定（後述）」を用いる。図６は第２実施形態によるビデオカメラの撮像
系のブロック図である。図６において、第１実施形態のビデオカメラ（図１）と同様の構
成には、同一の参照番号を付してある。ゲート部８１２はヒストグラム生成装置１１０で
生成したヒストグラムから画像中央部の頻度だけを抽出する。高輝度部計数装置８１３は
、ゲート部８１２が抽出した画像中央部における高輝度部の画素数が画像全体に対して占
める比率を算出する。夜景判定装置８１４はヒストグラム形状判定装置による夜景判定と
、中央部の高輝度画素の比率に基づく夜景判定とをもとに撮影されたシーンが夜景かどう
かを判定する。なお、露出制御は第１実施形態と同様である。
【００４０】
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　以下、第２実施形態による夜景判定に係る構成に関して述べる。第２実施形態による夜
景判定は２種類の情報からなされるが、その一つが輝度信号のヒストグラム形状から判定
するもの（第１取得処理と第２判定処理）であるところは第１実施形態と同様である。し
たがって、ヒストグラムを生成し夜景判定をする流れに関しては第１実施形態（ステップ
Ｓ１１～Ｓ１４）で説明しているので、ここでは割愛する。ヒストグラム形状判定装置１
１１で判定された結果は最終的に夜景判定装置８１４での判定に用いられる。
【００４１】
　次に、第２実施形態における二つ目の夜景判定である中央部の高輝度画素の比率判定に
関する流れを説明する。第２実施形態では、第１実施形態の点光源による夜景判定を行う
第２取得処理と第２判定処理を、中央部の高輝度画素の比率による判定に置き換える。す
なわち、第２取得処理において、映像の中央に設定された部分領域の内部において所定の
輝度値を超える画素の数を取得し、第２判定処理において、当該取得された画素の数の映
像の全画素数に対する割合に基づいて映像が夜景であるか否かを判定する。なお、図８の
ステップＳ１５～Ｓ１８においてこの夜景判定処理が実行される。
【００４２】
　夜景シーンといっても様々な映像があるが、映像中の中央部分にイルミネーションが存
在しない場合には、そこに別の被写体が存在する可能性が高い。あるいは、そのような被
写体は実際には夜景ではなく逆光シーンであったりする場合があるし、撮影者が意図して
中央部に主被写体を入れて撮影している可能性が高い。そのような被写体に対して夜景に
適した露出制御を行うと、中央部は黒く潰れ、主被写体に対して階調が出ない映像になっ
てしまう。以上のことを踏まえ、夜景シーンの条件として「映像中の中央部に閾値以上の
高輝度部が存在していること」を加えると、誤検出が減少して検出精度が向上する。
【００４３】
　ゲート部８１２はヒストグラム生成装置１１０が生成した輝度信号レベルのヒストグラ
ムから、映像中の中央部分のみの情報を抜き出す（第２取得処理）。そして、ゲート部８
１２は、上述の映像中の中央部分にイルミネーションが存在するか否かを検出する為の準
備として、当該中央部分に特化したヒストグラムを生成する。高輝度部計数装置８１３は
、ゲート部８１２で生成した中央部分に特化したヒストグラムのうち、高輝度部の画素数
を計数する。より具体的には、高輝度部計数装置８１３は、ヒストグラムのうち予め定め
られた輝度レベルの閾値を超えた部分の画素数を計数し、映像全体の画素数に対する中央
部分の高輝度画素数の割合を算出する。高輝度部計数装置８１３はさらに算出した高輝度
画素数の割合を閾値と比較し、割合が閾値以上である場合を夜景シーンであると判定する
（第２判定処理）。高輝度部計数装置８１３で判定された結果はヒストグラム形状判定装
置１１１で判定された結果と合わせて最終的に夜景判定装置８１４での判定に用いられる
。
【００４４】
　夜景判定装置８１４では上述のヒストグラム形状判定装置１１１で判定された結果と高
輝度部計数装置８１３で判定された結果の両方が夜景であるとされた場合に最終的に夜景
であると判定する。夜景判定装置８１４で夜景と判定された場合、評価値算出装置１０８
において、夜景の撮影に適した評価値算出および目標値設定がなされる。
【００４５】
　図７は、ゲート部８１２が扱う、映像全体の領域に対する中央部分の領域を示すイメー
ジ図である。図中、９０１は映像全体の領域、９０２は中央部分の領域である。中央部分
の領域９０２の大きさ及び位置は、たとえば、横幅は映像全体の領域９０１の１／３程度
の大きさで中央位置、縦幅は領域９０１の１／３程度の大きさで中央よりも若干下の配置
とする。ここで、縦方向について中央よりも若干下の配置とするのは、一般に、夜景シー
ンの撮影において被写体を画面のやや下側に捕らえる傾向があるためである。もちろん中
央部分の設定はこれに限られるものではなく、横方向についてもずらすようにしてもよい
。すなわち、映像の中心と中央部分の領域の中心は一致している必要はなく、予め定めら
れた大きさ、位置の部分領域を使用すればよいが、以下ではそのような部分領域を中央部
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分の領域として説明する。ゲート部８１２は、中央部分の領域９０２の内側に位置する輝
度信号の頻度のみを抜き出す処理を行う。
【００４６】
　高輝度部計数装置８１３が計数する高輝度レベルについて図５の（Ｂ）を流用して説明
する。但し、ゲート部８１２により生成されたヒストグラムは、中央分の領域９０２内の
画素について作成されたヒストグラムである。高輝度部計数装置８１３は、閾値ＴＨ２以
上の輝度レベルの画素数を計数する。なお、閾値ＴＨ２は、上述のヒストグラム形状判定
装置１１１が使用した閾値ＴＨ２と同じでも良いし、異なっていても良い。高輝度部計数
装置８１３は、この中央部分における高輝度レベルの画素数の全画素に対する割合が規定
の閾値Ａを超えた場合を夜景であると判定する。閾値Ａとしては、様々な夜景シーンのデ
ータを調査した結果０.７％程度が適切であるという結果が出ている。
【００４７】
　中央部分の高輝度画素数の割合を用いた夜景シーンの判定は夜景検出の為の条件の１つ
として利用するもので、上述の輝度信号のヒストグラム形状による夜景検出とともに用い
ることにより高精度な夜景判定を実現することができる。また、第１実施形態で説明した
ラインピーク積分評価値を用いた点光源の判定をさらに条件に加えることで、夜景の検出
制度をさらに向上させることができる。
【００４８】
　なお、夜景シーンと判定された場合の露出制御は第１実施形態と同様である。たとえば
、上述の夜景シーン判定がなされた場合にピーク測光を行う構成にすれば、特別な切替え
操作をすること無しに通常シーンから夜景シーンまで自動的に最適な露出を得ることが出
来る。また、夜景シーンに適した別の露出制御の例として、第１実施形態で説明したよう
に、露出の目標レベルを低くすることや露出制御量を押えてゲインの上昇を避ける手法で
も同様の効果を得ることが出来る。また、上述のピーク測光と合わせてさらに効果を上げ
ることも可能である。これらの手法も夜景以外の通常の被写体に対して適用すると適正レ
ベルよりも暗い映像となってしまう。そのため、上述の夜景シーン判定がなされた場合に
露出制御を自動的に切り替える構成にすれば、特別な切替えなど無しに通常シーンから夜
景シーンまで自動的に最適な露出を得ることが出来る。
【００４９】
　以上が第２実施形態による夜景判定に関する説明である。第２実施形態によれば、第１
実施形態と同様の効果が得られる。
【００５０】
　なお、第２実施形態では、ゲート部８１２は、ヒストグラムを生成してから中央部分を
抜き出す構成で説明したが、映像の中央部分を抜き出して、当該中央部部分の輝度ヒスト
グラムを生成するようにしても良い。また、ゲート部８１２は、中央部分のみを抜き出す
のではなく、中央部分に重み付けを置いて周辺部分も加味した輝度値の中央部重点平均を
とることにより得られた輝度値が所定の閾値を超えるか否かで夜景判定を行っても良い。
すなわち、前記映像の中央に設定された部分領域の内部の画素の輝度値に対して、部分領
域の外部よりも大きい重み値を乗じて、映像における輝度値の平均輝度値を算出し、これ
が所低値よりも大きい場合に夜景である旨の判定を行うようにしてもよい。なお、重み値
としては、たとえば、中央部領域の重み：中央部領域外の重み＝２：１が好ましいが、こ
れに限られるものではない
【００５１】
　また、第３実施形態で示すように、第１実施形態で説明した点光源の検出による夜景判
定を加えても良い。すなわち、第１実施形態で説明したラインピーク積分評価値の取得と
、その評価値に基づく点光源の検出による夜景判定を第３取得処理、第３判定処理として
加え、第１～第３判定処理の全てが夜景と判定した場合に夜景であると判定するようにし
てもよい。
【００５２】
　＜第３実施形態＞



(14) JP 5520038 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

　以上説明した第１、第２実施形態によれば、ラインピーク積分評価値を用いた点光源の
判定や輝度信号のヒストグラム形状、さらには中央部の高輝度画素数の割合などを組み合
せることで精度の高い夜景判定を実現することが出来る。しかし、高い精度で夜景である
ことを検出したにもかかわらず、それぞれの条件の閾値に近い評価値で検出された場合に
はちょっとした被写体の変化で夜景ではないと判断される場合がある。夜景であると判断
された場合の露出制御を考慮すると、頻繁に検出シーンが変わること（夜景か否かが切り
替わること）は露出レベルが安定しないことになり、撮像装置として望ましくない。そこ
で、第３実施形態では、それぞれの閾値にヒステリシスを設け、夜景判定条件と、夜景と
判定された状態から抜けるための判定条件とを異ならせることにより上記課題を解決する
。
【００５３】
　第３実施形態では、一度夜景であると判定された後に、夜景ではないと判定するための
判定条件に関して説明する。夜景であると判断する条件を「ＩＮ条件」、夜景と判定され
ている状態から夜景でなくなったと判断する条件を「ＯＵＴ条件」とすると、上述の夜景
判定条件をそれぞれ以下のように定義する。
　　点光源による判定　　　　　　　　　　　：　判定Ａ
　　ヒストグラム形状による判定　　　　　　：　判定Ｂ
　　中央部の高輝度画素数の割合による判定　：　判定Ｃ
　この場合、検出精度を高める為にそれぞれの判定条件の論理積をＩＮ条件とする。すな
わち、
　ＩＮ条件：（判定Ａ　かつ　判定Ｂ　かつ　判定Ｃ）
とし、ＩＮ条件としてはどの判定条件も夜景である（肯定）となった場合に夜景シーンと
判定することが望ましい。
【００５４】
　しかしながら、上記のＩＮ条件で夜景判定された状態から、一つでも判定条件が欠けた
場合（一つでも否定の判定結果となった場合）に夜景ではないと判定してしまうと、判定
の変更が頻繁になってしまう。従って、この条件で一度夜景と判定された場合、ＯＵＴ条
件としては全ての条件が満たせなくなった場合のみ夜景ではないと判定を変えるようにす
れば、安定した制御が可能になる。つまり、
　ＯＵＴ条件：（判定Ａではない　かつ　判定Ｂではない　かつ　判定Ｃではない）
をＯＵＴ条件とし、この条件が満たされるまで夜景シーンであるとの判定が維持される。
但し、これは一例であって、例えば、
　ＯＵＴ条件：（判定Ａではない　かつ　（判定Ｂではない　または　判定Ｃではない）
）
などとしても構わない。すなわち、ＩＮ条件よりも緩い条件とすればよく、その組み合せ
は様々となる。すなわち、本実施形態の特徴は、複数の判定条件をもった夜景検出に於い
て、夜景検出状態から外れる条件（ＯＵＴ条件）における判定の組み合せをＩＮ条件にお
ける判定の組み合わせと異なるものとすることにある。
【００５５】
　以上が本発明の夜景シーン検出後の再判定に関する説明である。本実施形態によれば、
従来の夜景検出による撮像制御では被写体の変化やパンニングなどで夜景シーン検出が不
安定になる場合にも安定して夜景であるとの判定を保つことが出来るようになる。
【００５６】
　本実施形態では上述の３種類の判定手段について説明したが、判定手段の数は複数であ
れば数は問わない。また、ＩＮ条件には無い条件をＯＵＴ条件に加えても良いし、逆にＩ
Ｎ条件にある条件がＯＵＴ条件には無くても構わない。また、第１、第２実施形態のよう
に２つの判定条件が用いられる場合は、両方の判定の結果が否定となるまで、夜景シーン
であるとの判定を維持するようにすれば良い。
【００５７】
　以上のように、本発明によれば、逆光シーンを撮影した場合や、コントラストが高い被
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判定の精度を向上させることができる。さらには、夜景のシーンを撮影した際に自動的に
色とびのない最適な輝度レベルの撮像画像を取得することが可能となる。
　なお、上記実施形態では、デジタルビデオカメラへの適用を説明したが、デジタルスチ
ルカメラ似て起用することも可能である。この場合、上述した処理を、デジタルカメラに
おけるオートフォーカス処理時に行って、夜景撮影モードを自動的に設定するにすること
ができる。また、撮像装置に限らず、本発明は、動画ファイルを再生するデジタルテレビ
等の再生装置やパーソナルコンピュータで実行されるアプリケーションソフトウェアにも
適用可能である。この場合、所定フレームごとに、映像の輝度信号の輝度値のヒストグラ
ムやコントラストの評価値を動画ファイルに記録しておき、それを読み出して利用する方
法や、再生した動画の映像信号を解析して直接的にそれらの情報を取得する方法がある。
【００５８】
　以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。上述の実施形態の一部を適宜組み合わせてもよい。
　なお、システム制御回路１の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハー
ドウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、
各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
　また、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例にし
て説明したが、これはこの例に限定されない。すなわち、本発明はパーソナルコンピュー
タやＰＤＡ、携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ、プリンタ装置に設けられた印刷画像
選択および確認のためのディスプレイ、デジタルフォトフレームなど、複数の画像を同時
に表示するように制御可能な表示制御装置であれば適用可能である。
【００５９】
　（他の実施形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭ
ＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラ
ム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
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